






Ⅲ．災害時受援マニュアル
（応援事業者用）
（例）








○○市水道課
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用語の定義
	用　語
	定　義

	応援活動
	応急給水活動および応急復旧活動、本部運営等に従事していただく活動の総称。

	応援事業者
	○○市水道課の応援活動に従事していただく他事業者や組織の総称

	幹事応援事業者
	複数の応援事業者による応援活動を編成する場合に、応援事業者への統括および指示と、○○市水道課の災害対策本部との連絡調整を行う事業者。

	耐震性貯水槽
	○○市内〇箇所に設置しているV=○○m3の地下式の耐震型循環式飲料水貯水槽のこと。

	応急給水拠点
	耐震性貯水槽を設置している○箇所の給水所のこと。原則として○○市水道課の職員が市民に直接水を配布することを想定している。位置は○ページを参照。

	給水基地
	給水車に水を補給する浄水場や配水池のこと。位置は○ページを参照。

	仮設水槽
	組立式の1㎥のタンクのこと。

	仮設給水所
	仮設水槽を組み立てて設置した給水所のこと。巡回給水方式にて仮設水槽への給水を行う。基本的に○○市の水道課以外の職員（避難所指定動員）が配布することを想定している。位置は○ページを参照。

	重要給水施設
	人命に関わる医療機関や防災活動の拠点となる施設と位置づけている重要施設のこと。位置は○ページを参照。

	活動拠点
	応援活動の指示と報告を担う場所のこと。
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[bookmark: _Toc225423099]マニュアルの目的
〇〇市水道課では、本市内で大規模災害等が発生した場合、水道事業者及び公益社団法人日本水道協会（以下、日本水道協会）と締結した「災害時相互応援に関する協定」等に基づき、他都市等へ応援要請を行うこととしています。
本マニュアルは、〇〇市水道課が他事業者からの応援を受け入れる際に、事前に知っていただきたい事項を記載し、周知することで、円滑な活動が実現することを目的としています。

[bookmark: _Toc225423100]災害時の○○市水道課の組織と受援体制
[bookmark: _Toc225423101]災害時の○○市水道課の組織
災害発生時、〇〇市水道課は水道事業管理者を本部長とする「水道給水対策本部」を以下のとおり組織します。


 (
総務班
)


 (
各担当・チーム
)


 (
施設復旧班
)
 (
統括（班長等）
) (
統括（班長等）
) (
統括（班長等）
)

 (
各担当・チーム
) (
各担当・チーム
) (
各担当・チーム
)



[bookmark: _Toc225423102]
災害時の〇〇市水道課の受援体制
○○市水道課が指揮を行う場合
○○市水道課が指揮を執る場合は、各種活動に対する支援を受けられるよう、以下のとおり受援体制を整備します。

 (
水道給水対策本部長
水道給水対策本部長
水道給水対策本部長
)

 (
統括（班長等）
統括（班長等）
統括（班長等）
)

 (
各担当・チーム
) (
各担当・チーム
)
 (
幹事応援事業
者
)


 (
施設復旧班
) (
応急給水班
応急給水班
応急給水班
)
 (
管路復旧班
管路復旧班
管路復旧班
)
 (
統括（班長等）
) (
統括（班長等）
) (
統括（班長等）
)
 (
各担当・チーム
) (
各担当・チーム
) (
各担当・チーム
)
 (
幹事応援事業
者
) (
幹事
応援
事業
者
) (
幹事応援事業
者
)



幹事応援事業者が指揮を行う場合
災害の規模が大きい場合、または応援事業者の数が増加し、○○市水道課のみでの指揮が困難と判断される場合には、○○市水道課に代わり、応援事業者の活動を指揮・統括する「幹事応援事業者」を定めることとしています。
幹事応援事業者は、原則として日本水道協会地方支部長、都府県支部長、または日本水道協会と協議のうえ決定します。
幹事応援事業者が指揮を行う場合には、以下のとおり、○○市水道課とは別に応援事業者の活動体制を整備します。

 (
総務班
応急給水班
統括（班長等）
各担当・チーム
水道給水対策本部長長
統括（班長等）
施設復旧班
統括（班長等）
管路復旧班
各担当・チーム
幹事応援事業者
統括（班長等）
各担当・チーム
各担当・チーム
応援事業者A、B･･･
応援事業者A、B･･･
応援事業者A、B･･･
幹事応援事業者
幹事応援事業者
)

[bookmark: _Toc225423103]
○○市水道課への活動合流時の注意事項
[bookmark: _Toc225423104]受付場所（活動拠点）
応援事業者の受付場所は、○○市役所本庁舎（水道課○階）［住所：○○県○○市○○］とします。駐車場については市役所駐車場の利用を基本としますが、状況に応じて○○［住所：○○県○○市○○］等を指定する場合があります。また、給水車の給水基地として、○○浄水場［住所：○○県○○市○○］等を指定する場合があります。（※）
上記以外を指定する場合には、その都度、連絡いたします。

※受付場所（活動拠点）の周辺図および概要図（緊急輸送道など災害時でも通行が可能な道路からのアクセス方法を含む）を記載すること。

[bookmark: _Toc225423105]受付方法
1 応援事業者が到着した際には、○○市水道課または幹事応援事業者が、応援事業者に対し、体制、責任者、車両、器具等の確認を行います。その際、日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」様式15「応急給水応援体制報告書」および様式20「応急復旧応援体制報告書」を提出していただきます。

2 ○○水道課または幹事応援事業者から、応援事業者の責任者に対し、活動場所、被害状況、作業場所、作業内容、担当責任者名、移動経路等について説明を行います。

[bookmark: _Toc225423106]宿泊施設の確保
宿泊施設は、原則、各応援事業者にて確保をお願いします。
民間宿泊施設の確保が難しい場合は、本市施設で宿泊スペースを提供できる場合がありますので、○○市水道課までお問い合わせください。

[bookmark: _Toc225423107]食料の確保
被災状況によっては食料の提供が困難となる場合があるため、原則として食料は応援事業者にて確保していただくようお願いします。

[bookmark: _Toc225423108]事務機器の携行
PCやタブレット等の事務機器については、原則として応援事業者による自己携行をお願いします。ただし、活動期間中に急遽必要となった場合には、一時的に貸与できるよう可能な範囲で対応します。

[bookmark: _Toc225423109]器具の携行
応急給水活動に従事される場合は、日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」p.96を参考とし、接続器具やホース等について、原則として応援事業者にて自己携行していただくようお願いします。
応急復旧活動に従事される場合は、日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」p.134を参考とし、携帯用残留塩素計や開栓器具一式等について、原則として応援事業者にて自己携行していただくようお願いします。

[bookmark: _Toc225423110]活動スペース
水道給水対策本部を設置する庁舎内において、応援事業者が使用する執務スペースを確保します。

[bookmark: _Toc225423111]車両
被災状況によっては、緊急通行車両以外の一般車両の通行が禁止または制限される場合があります。そのため、緊急通行車両確認証明書および標章の交付を受け、証明書は車両に備え付け、標章は当該車両の前面の見やすい位置に掲示してください。
また、燃料の補給については、総務班から補給場所や補給方法等の情報をお伝えします。

[bookmark: _Toc225423112]応急活動時に利用できる拠点施設
1 応急給水資機材備蓄拠点※
応急給水に用いる車載用給水タンク等を、市内〇ヶ所に分散して備蓄しています。
· ポリ製給水タンク（○○○L）約○基
· アルミタンク（○○○L）約○基

2 応急復旧資機材備蓄拠点※
応急復旧用の水道管については、小口径（○○○mm以下）と大口径（○○○mm以上）に分類し、それぞれ市内〇ヶ所、〇ヶ所に分散して備蓄しています。
· ○○○管（口径○○○～○○○mm）約○○ヶ所復旧分
· ○○○管（口径○○○～○○○mm）約○○ヶ所復旧分

※備蓄拠点施設の位置図を記載する。

[bookmark: _Toc225423113]困ったときの連絡先
【発災当初の連絡窓口】
総務班
電話 〇〇〇(〇〇〇)〇〇〇〇
FAX 〇〇〇(〇〇〇)〇〇〇〇
衛星携帯〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

【応援事業者受付時の連絡窓口】
総務班
電話 〇〇〇(〇〇〇)〇〇〇〇
FAX 〇〇〇(〇〇〇)〇〇〇〇
衛星携帯〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
[bookmark: _Toc225423114]
費用負担の考え方
日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」p.26 「７．費用負担の基本的な考え方」に則り、以下のとおりとします。

	費用
	○○市水道課が負担する費用
	応援事業者が負担する費用

	人件費等
	超過勤務手当
深夜勤務手当
特殊勤務手当
管理職員特別勤務手当
旅費（日当含む）
	給料
地域手当等基本的な手当

	材料費
	管材
弁栓類、弁筐、鉄蓋類等
	

	工事請負費
	工事請負費
（材料費、労務費、機械器具損料、滞在費、諸経費等）
	

	委託費
	委託費（漏水調査業務等）
	

	車両、機材等の費用
	燃料費（ガソリン、軽油）
修理費
賃借料
輸送料
	損料

	滞在費用
	食糧費（弁当等）
宿泊費（仮設ハウス設置費用、ホテル等宿泊費）
	携行する食糧費
携行する寝袋、テント等
被服
生活用品
その他福利厚生費

	その他事務費等
	写真代（工事確認用）
作業用消耗品
通信費
消火器
地図
コピー代
	写真代（記録・報告・広報用）
その他事務用品

	補償関係費用
	応援職員の傷病に対する応急的な処置に係る費用
第三者に対する損害賠償金の負担「応援作業中の事故等」
	応援職員の災害償補費
「出張中の公務災害」
第三者に対する損害賠償金の負担「往復途上の事故等」


[bookmark: _Toc225423115]活動内容
活動拠点に合流後、従事いただく活動には以下のようなものがあります。

[bookmark: _Toc225423116]本部運営補助
情報の総括、通報受付、動員管理、応急給水活動・応急復旧活動の計画策定等の業務を行っていただきます。

[bookmark: _Toc225423117]総務班業務補助
収集した情報の整理、電話対応、応援事業者との調整、活動指示内容の作成、活動報告書の整理等を行っていただきます。

[bookmark: _Toc225423118]応急給水活動
現地における応急給水活動、または本部での指揮を担当していただきます。
具体的には、給水車を用いて給水基地（配水池）から仮設水槽への応急給水や、耐震性貯水槽を活用した応急給水などを行います。
応急給水活動に際しては、以下に示す応急給水拠点での水の配布作業や、仮設給水所内の仮設水槽、重要給水施設の受水槽等への応急給水を実施していただきます。※
活動時には、緊急通行車両確認証明書を車両に備え付け、標章を車両前面に掲示してください。

※応急給水拠点、仮設給水所、給水基地、重要給水施設の一覧及び位置図を記載すること。

[bookmark: _Toc225423119]応急復旧活動
漏水調査や、管路・施設の応急復旧工事に伴う監督作業を行っていただきます。
具体的には、応急復旧工事の立ち合い、排水（洗浄／洗管）に伴うバルブ操作、配水管・給水管、その他設備の応急復旧作業等を予定しています。


[bookmark: _Toc225423120][bookmark: _Toc225423121][bookmark: _Toc225423122]
応急給水・応急復旧の作業内容
[bookmark: _Toc225423123]応急給水の作業内容
耐震性貯水槽が設置された応急給水拠点の運営、または仮設給水所の仮設水槽および病院等の重要給水施設の受水槽への応急給水の主に２種類の活動を行っていただきます。
なお、活動に関する広報については、総務班にて内容を判断したうえで、〇〇市防災・危機管理課（市長部局）の災害対策本部、または○○市水道課から発出することを想定しています。

耐震性貯水槽が設置された応急給水拠点の運営
応急給水拠点において、耐震性貯水槽から市民への飲料水の配布を行うほか、待機列の整理や給水所の案内等を含めた運営を行っていただきます。
活動の流れ
	活動箇所の共有
	活動拠点において、○○市水道課または幹事応援事業者から応援事業者に対し、以下の事項を伝達します。
（日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」様式16（表）応急給水作業指示書）
・応急給水拠点
・活動の時間（開始・終了）
・報告、確認用の連絡先
・蓋開け用器具やホース等が保管されている倉庫の鍵の受け渡し

	応急給水拠点の運営
	応急給水拠点の運営を実施していただきます。
活動後の報告に必要となる、以下の項目について記録してください。
・開始時間と終了時間
・配布した水の量（確認できる場合）
・応急給水拠点で気づき事項や確認事項等

	活動の報告
	活動終了時刻になりましたら、活動拠点へ連絡のうえ戻ってきていただき、○○市水道課または幹事応援事業者に作業報告を行ってください。
（日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」様式16（裏）応急給水作業報告書）
報告書に記載する内容は、前述のとおり応急給水拠点の運営で記録していただいた項目が中心となります。

	報告の集約
（○○市水道課
または幹事応援事業者）
	各応援事業者からの報告内容に基づき、活動状況を集約・整理します。
（日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」様式18応急給水作業集約表）


仮設給水所等への応急給水
主に給水車を使用し、以下のいずれかの活動を行っていただきます。
・仮設給水所に設置された仮設水槽への給水
・病院等の重要給水施設に設置の受水槽への給水
・その他、臨時に開設された仮設給水所や設置された仮設水槽等への給水
活動の流れ
	活動箇所の共有
	活動拠点において、○○市水道課または幹事応援事業者から応援事業者に対し、以下の事項を伝達します。
（日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」様式16（表）応急給水作業指示書）
・給水基地
・給水活動場所
・活動の時間（開始・終了）
・報告、確認用の連絡先
・活動時の注意点
（道路状況、必要な資機材、地域からの要望など）

	応急給水の実施
	応援事業者には、応急給水を実施していただきます。
活動後の報告に必要となる、以下の項目について記録してください。
・給水基地で給水車等に補給を開始した時間と終了した時間
・給水基地で給水車等に補給した水量（累計ではなく補給ごとに）
・仮設給水所で仮設水槽等に給水を開始した時間と終了した時間
・仮設給水所で仮設水槽等に給水した水量（累計ではなく給水ごとに）
・給水基地や仮設給水所で気づいた点、確認した点など
・活動写真（状況に応じて）
・仮設給水所に設置されている仮設水槽等の水の塩素濃度（状況に応じて）

	活動の報告
	活動終了時刻になりましたら、活動拠点へ連絡のうえ戻ってきていただき、○○市水道課または幹事応援事業者に作業報告を行ってください。
（日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」様式16（裏）応急給水作業報告書）
報告書に記載する内容は、前述のとおり活動中に記録していただいた項目が中心となります。
翌日も活動を継続する場合には、翌日の活動箇所等に関する情報共有を行います。

	報告の集約
（○○市水道課
または
幹事応援事業者）
	各応援事業者からの報告内容に基づき、活動状況を集約・整理します。
（日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」様式18応急給水作業集約表）


※給水基地には、原則として〇〇市水道課職員が常駐し、給水車等への補給作業を行います。

[bookmark: _Toc225423124]応急復旧の作業内容
主に、漏水調査、管路の応急復旧および施設の応急復旧を行っていただきます。

漏水調査
指定されたエリアを巡回し、水たまり等の漏水痕跡がないかを確認していただきます。
また、漏水の疑いがある水を採水し、携帯用残留塩素計を用いて塩素反応の有無を確認していただきます。

活動の流れ
	活動箇所の共有
	活動拠点において、○○市水道課または幹事応援事業者から応援事業者に対し、以下の事項を伝達します。
（日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」様式21（表）漏水調査受付書）
・漏水調査を実施する範囲
・活動時間（開始・終了）
・報告・確認用の連絡先
・活動時の注意点（道路状況、必要な資機材、地域からの要望等）

	漏水調査の実施
	漏水調査を実施していただきます。活動後の報告に必要となるため、以下の事項を記録してください。
（日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」様式21（裏）漏水調査報告書）
・漏水場所・周辺の目標物
・漏水中の水溜まりか漏水した痕か
・漏水箇所属性（公地／民地、歩道／車道）
・漏水箇所の舗装形態（As、Co、舗装無）
・道路自体の損傷があるか
・残塩の反応があるか
・活動写真（状況に応じて）
・緊急性の高さ

	活動の報告
	終了時刻に達した場合、または指示した範囲の調査が完了した場合には、活動拠点に連絡の上戻っていただき、○○市水道課または幹事応援事業者に作業報告を行ってください。
（日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」様式21（裏）漏水調査報告書）
その際、調査時の記録した内容に加え、以下の事項について報告してください。
・漏水した管の機能（導水管／送水管／配水管／給水管）
翌日も活動を継続する場合には、翌日の活動箇所等の情報共有を行います。

	応急復旧のための指示準備
（○○市水道課
または
幹事応援事業者）
	各応援事業者からの報告内容をもとに、応急復旧作業の指示内容を取りまとめ、作成します。
（日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」様式22応急復旧活動対応表）


※原則として、基幹管路（φ300以上の管）＞重要給水施設管路＞その他配水支管の順に優先度を設定し、応急復旧の指示を行います。


管路の応急復旧
漏水報告等に基づき、管路の応急復旧作業を実施していただきます。

活動の流れ
	活動箇所の共有
	活動拠点において、○○市水道課または幹事応援事業者から応援事業者に対し、以下の事項を伝達します。
（日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」様式22応急復旧活動対応表）
・管路の応急復旧を行う場所
・活動の目安となる時間（開始・終了）
・断水開始時間
・既設管竣工図の貸与
・応急復旧対象の管情報（管種、口径、埋戻し構成等）
・操作するバルブおよび洗浄箇所
・報告・確認用の連絡先
・道路の交通規制方法・規模
・活動時の注意点（道路状況、必要な資機材、地域からの要望等）

	管路復旧の実施
	管路の応急復旧作業を実施していただきます。活動後の報告に必要となるため、以下の事項を記録してください。
・漏水原因の詳細
・漏水箇所の地盤状況
・復旧前および復旧後の配管図
・工事写真（災害復旧に係る国庫補助金交付申請を想定し、作業工程ごとに撮影）
※安全管理、洗浄、水圧試験、品質管理等に関する写真記録も忘れずに撮影してください
・活動状況が分かる写真

	活動の報告
	指示した箇所の応急復旧が完了次第、活動拠点へ連絡のうえ戻っていただき、○○市水道課または幹事応援事業者に作業報告を行ってください。
（日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」様式23管路修理報告書）
報告の際には、調査時に記録した内容に加え、以下の事項について報告をしてください。
・（※必要事項をこの後に列挙する想定の場合はここに追記）
翌日も活動を継続する場合には、翌日の活動箇所等に関する情報共有を行います。

	報告の集約
（○○市水道課
または
幹事応援事業者）
	各応援事業者からの報告内容に基づき、活動状況を集約・整理します。
（日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」様式24管路修理集約表）



施設の応急復旧
5.2.2 管路の応急復旧を参考とし、施設復旧班班長の指示のもと、施設の応急復旧作業を実施していただきます。
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○○市の水道の特徴
１）水道システム
・配水方式：「自然流下方式」及び「加圧方式」
・全市平均配水圧：0.4MPa、配水管：0.15MPa～0.7MPa
・給水区域：３区域
・管路管理：マッピングシステム（○○社　管路台帳システム、shape形式で提供可能）

２）使用資材
※参考資料：水道管工事標準設計マニュアル（○○市水道課）
(1) 配水管
・φ50以下はポリエチレン管とHIVP。
H○○以降は、配水用ポリエチレン管（浸透溶剤防止スリーブあり）を採用。
・φ75以上はダクタイル鋳鉄管。
・埋設深さは土被り1.2m（φ300以下）または1.5m（φ400以上）

(2) バルブ等属具（標準）
・仕切弁：左開、右閉。キャップはJIS型。
φ400 以下はソフトシール仕切弁、φ500 以上はバタフライ弁
・排水弁：左開、右閉。
・消火栓：右開、左閉。補修弁（ボールバルブ。レバー式）付き。
・空気弁：急速型φ25が標準。
・補修弁：φ75～φ150：バタフライ弁、ボール弁。
・減圧弁：バイパス管あり。人が入れるピット内に設置。
・鉄蓋類：空気弁鉄蓋。H○以降は丸型あり（重車両通行道路のみ）。

(3) 給水管
・道路～宅地内（メーターまで）：ポリエチレン管（H○以降）またはHIVP（H○以前）・分岐はサドル分水栓（φ25以下）または割丁字管（φ40以上）。
φ30の分岐は基本的にありません。
・第１止水栓：原則、宅地内に設置（一部道路上にあり）
・標準配管図
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○○市水道課の事業概要等
○○市水道課の事業概要については、○○市ホームページに掲載しています。
（掲載URL）○○○○

· ○○市水道事業経営戦略
· ○○市水道事業ビジョン
· ○○市水質管理計画
· ○○市水道事業年報
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